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(57)【要約】
【課題】火災発生時において火災原因の特定をすること
ができ、また運搬作業性が向上した空気調和機の室外機
等を提供すること。
【解決手段】熱交換器、送風機を有する送風室、圧縮機
７、冷媒配管８を有する機械室１０を備えた空気調和機
の室外機であって、室外機の室外機本体１の表面に手で
握って運搬することができるほぼコ字状の取っ手２０～
２３を設け、この取っ手２０～２３を室外機本体１の表
面に固定部品２６により直接に取り付けた。この取っ手
２０～２３は、機械室１０側に送風室側より多く設けら
れており、金属または樹脂によって成形され、固定部品
２６が金属製のねじ２５からなる。そして、取っ手２０
～２３が金属である場合、金属製の管部材をほぼコ字状
に折り曲げ、その両端部をさらに外側に折り曲げて扁平
にし、扁平の部分２１ｃを室外機本体１の表面に金属製
のねじ２５により取り付ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱交換器、送風機を有する送風室、圧縮機、冷媒配管を有する機械室を備えた空気調和
機の室外機であって、
　前記室外機の室外機本体の表面に手で握って運搬することができるほぼコ字状の取っ手
を設け、該取っ手を前記室外機本体の表面に固定部品により直接に取り付けたことを特徴
とする空気調和機の室外機。
【請求項２】
　前記取っ手を、前記機械室側に前記送風室側より多く設けたことを特徴とする請求項１
記載の空気調和機の室外機。
【請求項３】
　前記取っ手が金属または樹脂によって成形され、前記固定部品が金属材料からなること
を特徴とする請求項１または２記載の空気調和機の室外機。
【請求項４】
　前記固定部品が金属製のねじからなり、該ねじによって前記取っ手を前記室外機本体の
表面に取り付けることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の空気調和機の室外機
。
【請求項５】
　前記取っ手を、金属製の管部材をほぼコ字状に折り曲げ、その両端部をさらに外側に折
り曲げて扁平に形成し、前記扁平の部分を前記室外機本体の表面に金属製のねじにより取
り付けたことを特徴とする請求項４記載の空気調和機の室外機。
【請求項６】
　室外機本体の側面に対する取っ手の取付け角度を運搬時の荷重方向に対して適切な角度
に設定したことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の空気調和機の室外機。
【請求項７】
　前記取っ手の幅を少なくとも手掌の幅よりも長くし、内側の高さを少なくとも指の厚み
より高くしたことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の空気調和機の室外機。
【請求項８】
　前記取っ手の握り部の摩擦を大きくしたことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記
載の空気調和機の室外機。
【請求項９】
　前記取っ手の握り部に指形状の凹凸を形成したことを特徴とする請求項１～７のいずれ
かに記載の空気調和機の室外機。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の室外機を備えたことを特徴とする空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機の室外機及びこれを備えた空気調和機に係り、より詳しくは、運
搬時の取っ手を改良した空気調和機の室外機及びこれを備えた空気調和機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の空気調和機の室外機は、運搬時の取っ手が樹脂で成形されているものがあり、こ
の場合は、室外機の本体側の側面に取っ手を取り付けるための嵌合穴が設けられ、この穴
に取っ手を嵌めこんでいた。
　しかしながら、火災が発生したときなどに取っ手が焼失してユニット内部に火が侵入し
てしまう場合があり、外部からの火（例えば放火）によるものか、電気品等が原因でユニ
ット内部から出火したものか特定できず、外部からの火であったとしても室外機に問題が
あったのではないかと疑われるおそれがあった。
【０００３】
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　このため、室外機の側面に取っ手を取り付けるための嵌合穴を設けず、取っ手として金
属からなる小さなほぼ箱状の金具を用いて室外機の側面にねじで固定するものがあった（
例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開平３－８７１３４号公報（第１頁、第１図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の空気調和機の室外機は、室外機の側面に嵌合穴を設けず、取っ手として金属部品
を用いるが、小さなほぼ箱状の金具を室外機側面に固定していたため、強度的に不十分で
あり、また取っ手に手が掛かりにくく、持ちにくかった。
【０００６】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、火災発生時において、
取っ手が焼失することがないか、あるいは焼失したとしても火災原因の特定をすることが
できる空気調和機の室外機及びこれを備えた空気調和機を提供することを目的とする。
　また、室外機運搬時において、取っ手に十分手を掛けることができ、持ちやすく、運搬
作業性を向上した空気調和機の室外機及びこれを備えた空気調和機を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、熱交換器、送風機を有する送風室、圧縮機、冷媒配管を有する機械室を備え
た空気調和機の室外機であって、室外機の室外機本体の表面に手で握って運搬することが
できるほぼコ字状の取っ手を設け、取っ手を室外機本体の表面に固定部品により直接に取
り付けたものである。
　また、本発明に係る空気調和機は、上記の室外機を備えたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　空気調和機の室外機本体には、取っ手が室外機本体の外側から室外機本体の表面に固定
部品により直接に取り付けられており、取っ手を取り付けるための嵌合穴がなく、室外機
本体の外側から本体の表面に機械的に固定するので、火災発生時において、火が室外機本
体の面で遮断され、そのうえ火災原因を特定することができる。
　また、手で握って運搬することができる室外機搬送用の取っ手が設けられているので、
運搬時において取っ手に十分手を掛けることができ、持ちやすく、運搬作業性に優れた室
外機を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１における空気調和機の室外機の斜視図である。
【図２】図１の正面図である。
【図３】図１の上面図である。
【図４】図１の要部の斜視図である。
【図５】図４の側面図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係る取っ手の上面図である。
【図７】本発明の実施の形態３に係る取っ手の上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
実施の形態１．
　本実施の形態に係る空気調和機の室外機を示す図１～図３において、室外機本体１は一
方の側面から前面側及び背面側の一部にかけて設けられた第１のサイドパネル２、他方の
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側面から前面側にかけて設けられた第２のサイドパネル３、背面側に設けられた背面パネ
ル４及び天板と底板により、金属板からなるほぼ箱状の外装パネル５を備えており、背面
パネル４には外気の吸込口（図示せず）が設けられている。
【００１１】
　室外機本体１の内部には、図示しないが熱交換器が配置され、その前面側に送風機が配
設された送風室と、仕切り板６を介して他方の側に設けられ、圧縮機７、冷媒配管８、電
気部品９などが設置された機械室１０とが設けられており、送風室の前面側にはファンガ
ード１１を有する空気の吹出口が設けられ、機械室１０の前面側は第２のサイドパネル３
により閉じられている。
【００１２】
　室外機本体１の外装パネル５の側面及び前面には室外機搬送用の第１～第４の取手２０
～２３が設けられており、これらは金属材料によって成形されているが、樹脂などにより
成形してもよい。第１の取手２０は第１のサイドパネル２の側面に、第２の取手２１は第
２のサイドパネル３の側面に取り付けられており、第３の取手２２は第３のサイドパネル
３の前面に、第４の取手２３は背面パネル４に取り付けられている。なお、室外機本体１
の機械室１０には圧縮機７や電気部品９等が搭載されており、第２のサイドパネル３側に
重量が偏るため、第３、第４の取っ手２２、２３は重量が偏重する側に取付けられている
。
【００１３】
　第１～第４の取っ手２０～２３は、図２に示すように、外装パネル５の上下方向の任意
の位置に、その設置高さがすべて同じになるように取り付けられている。また、図３に示
すように、第１、第２の取っ手２０、２１は幅方向の中央の対称位置に取り付けられ、第
３、第４の取手２２、２３は機械室１０側の前後の対称位置に取り付けられている。
【００１４】
　次に、第１～第４の取っ手２０～２３について詳述する。
　なお、第１～第４の取っ手２０～２３は同じ構造なので、以下第２の取っ手２１の構造
について説明する。
　図４、図５において、第２の取っ手２１は金属製の管部材からなり、これを折り曲げて
その中央部付近を人の手指により握ることができる形状とし、両端部をさらに扁平にして
外装パネル５に取り付けるようにしてある。
【００１５】
　すなわち、第２の取っ手２１はほぼコ字状に形成され、グリップ部２１ａと、その両側
を同方向にほぼ直角に折り曲げた両側部２１ｂと、両側部２１ｂの先端部をさらに外側に
ほぼ直角に折り曲げた取付け部２１ｃとからなっており、手をかける部分であるグリップ
部２１ａとその両側部２１ｂは断面ほぼ長円形状で、取付け部２１ｃは扁平状に形成され
てねじ挿通穴２４が設けられている。そして、金属製の固定ねじ２５を取付け部２１ｃの
ねじ挿通穴２４に挿通して、第２のパネル３に設けたねじ穴２６に螺入し、室外機本体１
の外側より第２のサイドパネル３（外装パネル５）に固定する。なお、第２の取っ手２１
の固定は固定ねじ２５に限定するものではなく、例えばリベット等、他の固定部品によっ
てもよい。
【００１６】
　第２の取っ手２１のグリップ部２１ａの巾寸法Ｗは、図４に示すように少なくとも人の
手掌の幅よりも長く、また、その内側の高さ寸法Ｈは、図５に示すように少なくとも人の
指の厚みよりも高く形成されて、内側に人の手指３０が入るようにしてある。
　なお、第２の取っ手２１の第２のサイドパネル３（外装パネル５）の表面に対する取付
け角度θは、図５に示すようにほぼ９０°であるが、この角度θは運搬時の荷重方向に対
応した適切な角度に任意に設定することができる。
【００１７】
　第２の取っ手２１は運搬時に十分に手を掛けることができ、持ちやすく、運搬作業性が
向上するものであればよく、断面ほぼ長円形状に限らず、例えば断面ほぼ円形状であって
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もよく、また内部が中空でなくてもよい。
【００１８】
　上記のように構成した本実施の形態に係る室外機１を、施工等のために移動する場合は
、２人掛りで、例えば１人が第３、第４の取っ手２２、２３を、あるいは第２の取っ手２
１を、他の１人が第１の取っ手２０を、図５に示すように人の手指３０によって握り、持
ち上げて移動する。
【００１９】
　本実施の形態によれば、第１～第４の取っ手２０～２３は、従来のように室外機本体１
に取っ手を嵌合させるための嵌合穴を設けず、室外機本体１の外装パネル５に、室外機本
体１の外側から固定ネジ２５等の金属製の固定部品により固定するようにしたので、第１
～第４の取っ手２０～２３が金属で成形されている場合は火災によって焼失することがな
く、金属製の固定ネジ２５も焼失せずにねじ穴２６を塞いでいる。また、第１～第４の取
っ手２０～２３が樹脂で成形されていて焼失した場合でも、金属製の固定ねじ２５は焼失
せずにねじ穴２６を塞いでいる。このため、火災発生時において、その原因が空気調和機
の室外機本体１の内部にあっても、火がユニット外に延焼することがない。また、火災発
生原因が空気調和機の室外機本体１の外部にあったとしても、室外機本体１の内部には火
が延焼することなく、火災後において、出火元がユニット内部であるのか、外部からのも
のであるのかどうかの判定をすることができる。
【００２０】
　また、第１～第４の取っ手２０～２３は管状に成形されており、人の手によって握るこ
とができるため、指を引っ掛けて室外機を持ち上げる従来の箱状の取っ手と比べて、人の
手指３０にかかる荷重が分散される。また、作業者による運搬荷重方向の自由度が増すた
め、より容易に室外機を運搬することができる。
　また、第１～第４の取っ手２０～２３は管状に成形されているため、人の手で握る部分
には角がなく安価で、安全に室外機を運搬することができる。
【００２１】
　また、図５における取っ手の取付け角度θを運搬時の荷重方向に対して適切な任意の角
度に設定することにより、第１～第４の取っ手２０～２３の破断を防ぐことができ、薄肉
化等によりコストを低減することができる。
　また、第１～第４の取っ手２０～２３が金属製の管である場合は、両管端２１ｃを潰し
て平面状にした後、ねじ挿通穴２４を形成して固定ねじ２５により外装パネル５に固定す
ることができるので、製造、取付けが容易である。
【００２２】
実施の形態２．　
　実施の形態１によれば、取っ手を人の手によって握ることができるため室外機の運搬が
容易であるが、本実施の形態ではさらに運搬性を向上させたものである。
　空気調和機の室外機の第２の取っ手２１を示す図６において、第２の取っ手２１のグリ
ップ部２１ａに摩擦係数の大きいローレット加工２７を施し、金属あるいは樹脂の素地部
分よりも摩擦を大きくした。
　なお、第１、第３、第４の取っ手２０、２２、２３の構成は第２の取っ手２１の構成と
同様なので説明を省略する（実施の形態３においても同様）。
【００２３】
　本実施の形態によれば、第１～第４の取っ手２０～２３のグリップ部２１ａに摩擦を大
きくするローレット加工２７を施したので、室外機の運搬時にこれらの取っ手２０～２３
を握った際に、室外機運搬作業者の手指の滑り止めとなり、意図した運搬荷重方向に力を
掛けることができ、運搬をさらに容易にすることができる。
【００２４】
実施の形態３．
　実施の形態１では、取っ手を人の手によって握ることができるため室外機の運搬が容易
であるが、本実施の形態３ではさらに運搬性を向上させたものである。
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　空気調和機の室外機の第２の取っ手２１を示す図７において、第２の取っ手２１のグリ
ップ部２１ａの内側の左右方向に、人の指の形を模した指形状の凹凸２８を均等に設けた
。
【００２５】
　本実施の形態によれば、第１～第４の取っ手２０～２３のグリップ部２１ａの内側に人
の指の形を模した指形状の凹凸２８を均等に配置したので、室外機の運搬時にこれらの取
っ手２０～２３を握った際に、室外機運搬作業者の手指の滑り止めとなり、また握りやす
くしたのでこれらの取っ手２０～２３に力をかけ易く、運搬をさらに容易にすることがで
きる。
【００２６】
実施の形態４．
　本実施の形態は、空気調和機に実施の形態１～３のいずれかに係る室外機を備えたもの
である。
【符号の説明】
【００２７】
　１　室外機本体、２　第１のサイドパネル、３　第２のサイドパネル、４　背面パネル
、５　外装パネル、７　圧縮機、８　冷媒配管、１０　機械室、２０～２３　第１～第４
の取っ手、２１ａ　グリップ部（握り部）、２１ｃ　取付け部（偏平の部分）、２４　ね
じ挿通穴、２５　固定ねじ（固定部品）、２６　ねじ穴、２７　ローレット加工、２８　
指形状の凹凸、３０　人の手指、Ｈ　取っ手の内側の高さ寸法、Ｗ　取っ手の巾寸法、θ
　取付け角度。

【図１】 【図２】

【図３】
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